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本数値は、南栗橋交番における事案取扱い件数 

であり、刑法犯認知件数とは異なります。 

●体罰の禁止…「しつけ」でも体罰になります。 

●児童の面前で夫婦喧嘩…心理的虐待に当たります。 

★虐待を受けている子供は声を上げられません。 

 虐待と感じた時は直ぐに「110番」通報を‼ 

《児童虐待防止！》 



  
 


